
○和光市予算事務規則 

平成９年３月１３日 

規則第６号 

（支出負担行為として整理する時期等） 

第２０条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必

要な書類は、別表第２に定める区分によるものとする。 

２ 別表第２に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第３に定める経費に係る支

出負担行為に該当するものについては、別表第３に定めるところによる。 

３ 前２項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に

定める。 

別表第２（第２０条関係） 

支出負担行為として整理する時期等 

区分 支出負担行為とし

て整理する時期 

支出負担行為の

範囲 

支出負担行為に必要な主な書類 

契約締結のとき 支出決定のとき 

０１ 報酬 支出決定のとき 報酬を支給しよ

うとする当該期

間の額 

 報酬の支給に関す

る調書 

０２ 給料 支出決定のとき 給料を支給しよ

うとする当該期

間の額 

 給料の支給に関す

る調書 

０３ 職員手

当等 

支出決定のとき 支出しようとす

る額 

 手当の支給に関す

る調書 

０４ 共済費 支出決定のとき 支出しようとす

る額 

 共済負担金に関す

る明細書 

請求書 

０５ 災害補

償費 

支出決定のとき 支出しようとす

る額 

 認定関係書類 

請求書 

医療費明細書 

０６ 恩給及

び退職年金 

支出決定のとき 支出しようとす

る額 

 認定関係書類 

恩給等の支給に関



する書類 

０７ 報償費 支出決定のとき

（契約による場合

にあっては契約締

結のとき） 

支出しようとす

る額 

見積書 

契約書案 

請書案 

支給基準を示す関

係書類 

請求書 

０８ 旅費 支出決定のとき 支出しようとす

る額 

 請求書 

旅行命令簿 

領収書 

０９ 交際費 支出決定のとき

（契約による場合

にあっては契約締

結のとき） 

支出しようとす

る額 

見積書 

契約書案 

請書案 

請求書 

支出調書 

請求内訳書 

１０ 需用費 契約締結のとき 契約金額 設計（仕様）書 

見積書 

契約書案 

請書案 

請求書 

検査調書 

１１ 役務費 契約締結のとき 契約金額 見積書 

契約書案 

請書案 

請求書 

１２ 委託料 契約締結のとき 契約金額 設計（仕様）書 

見積書 

契約書案 

請書案 

請求書 

検査調書 

１３ 使用料

及び賃借料 

契約締結のとき 契約金額 見積書 

契約書案 

請書案 

請求書 

１４ 工事請

負費 

契約締結のとき 契約金額 設計（仕様）書 

見積書 

契約書案 

請書案 

請書 

請求書 



１５ 原材料

費 

契約締結のとき 契約金額 契約書案 

請書案 

請求書 

１６ 公有財

産購入費 

契約締結のとき 契約金額 契約書案 

登記事項証明書 

不動産鑑定評価

書 

 

１７ 備品購

入費 

契約締結のとき 契約金額 設計（仕様）書 

見積書 

契約書案 

請書案 

 

１８ 負担

金、補助及

び交付金 

支出決定のとき又

は請求のあったと

き 

支出しようとす

る額 

申請書 

指令書案 

請求書 

実績報告書 

１９ 扶助費 支出決定のとき

（現物給付による

ものにあっては、

契約締結のとき又

は請求のあったと

き） 

支出しようとす

る額 

見積書 

契約書案 

請書案 

請求書 

２０ 貸付金 貸付決定のとき 支出しようとす

る額 

契約書案 

申請書 

 

２１ 補償、

補填及び賠

償金 

支出決定のとき

（契約によるもの

にあっては、契約

締結のとき又は請

求のあったとき） 

支出しようとす

る額 

契約書案 

示談書案 

判決書の写し 

請求書 

２２ 償還

金、利子及

び割引料 

支出決定のとき 支出しようとす

る額 

 償還請求書 

償還計画書 

計算書 

２３ 投資及支出決定のとき 投資又は出資し 出資申込書案  



び出資金 ようとする額 

２４ 積立金 積立決定のとき 積立しようとす

る額 

 支出調書 

２５ 寄附金 寄附決定のとき 寄附しようとす

る額  

寄附申込書案  

２６ 公課費 支出決定のとき 納付しようとす

る額 

 納入通知書 

２７ 繰出金 繰出決定のとき 繰出を要する額 繰出要求書  

備考 この表の定めにかかわらず、別表第１の様式の区分欄の◎印の付けられている経

費並びに単価契約及び長期継続契約等に係る経費については、支出負担行為として整

理する時期は、支出決定のとき又は請求のあったときとし、支出負担行為の範囲は、

支出しようとする額又は請求のあった額とする。 

 


